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◇
　
根
拠
法
「
人
口
急
減
法
」
の
制
定

　

全
国
的
に
人
口
減
少
が
急
速
に
進
む
現
在
、
特
に
大
都

市
圏
以
外
の
地
方
都
市
や
町
村
な
ど
の
地
域
で
は
、
農
林

水
産
業
や
商
工
業
と
い
っ
た
地
域
産
業
を
支
え
る
労
働
者

の
確
保
が
重
要
か
つ
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
、
二
〇
二
〇
年
六
月
四
日
に
施
行
さ

れ
た
「
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域

づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
令
和
元
年
一
二

月
四
日
法
律
第
六
四
号
）、い
わ
ゆ
る
「
人
口
急
減
法
」
は
、

人
口
減
少
が
急
速
に
進
む
地
域
に
お
い
て
地
域
産
業
を
担

う
労
働
者
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
と
い
う
問
題
へ
の

対
応
策
の
一
つ
と
し
て
、「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同

組
合
」
と
い
う
新
し
い
仕
組
み
の
実
践
を
可
能
に
し
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
設
立
・
運
用
を
進
め
る
地
域
が
北
海

道
内
も
含
め
全
国
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。

　

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
制
度
と
は
ど
の
よ
う

な
制
度
な
の
か
、
ま
ず
本
制
度
を
所
管
す
る
総
務
省
に
よ

る
定
義（
１
）を

以
下
に
引
用
し
、
全
体
像
を
紹
介
す
る
。
す
な

わ
ち
、「
人
口
急
減
地
域
に
お
い
て
、
中
小
企
業
等
協
同

組
合
法
に
基
づ
く
事
業
協
同
組
合
が
、
特
定
地
域
づ
く
り

事
業
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
一
定
の

要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
認
定
し
た
と
き
は
、
労
働
者

派
遣
事
業（
無
期
雇
用
職
員
に
限
る
。）を
許
可
で
は
な
く
、

届
出
で
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
組
合

運
営
費
に
つ
い
て
財
政
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
◇
　
人
口
急
減
地
域
の
定
義
と
課
題

　

本
制
度
の
実
施
の
場
と
な
る
「
人
口
急
減
地
域
」
と
は
、

法
第
一
条
に
よ
り
、「
一
定
の
地
域
に
お
い
て
地
域
社
会

の
維
持
が
著
し
く
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
生
じ
る
程
度
に

ま
で
人
口
が
急
激
に
減
少
し
た
状
況
」
に
あ
る
地
域
と
さ

れ
る
。

　

総
務
省
作
成
資
料
「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合

制
度
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
一
年
四
月
）
に
よ
る
と
、
こ

の
よ
う
な
人
口
急
減
地
域
で
は
、
地
域
産
業
の
労
働
環
境

に
お
い
て
「
事
業
者
単
位
で
見
る
と
年
間
を
通
じ
た
仕
事

が
な
い
」
こ
と
、「
安
定
的
な
雇
用
環
境
、
一
定
の
給
与

水
準
を
確
保
で
き
な
い
」
こ
と
が
課
題
に
な
り
、
こ
の
こ

と
が
人
口
流
出
が
進
む
背
景
に
な
る
と
と
も
に
、
Ｕ
Ｉ
Ｊ

タ
ー
ン
の
障
害
に
も
な
っ
て
い
る
と
整
理
さ
れ
て
い
る（
２
）。

　

こ
の
よ
う
な
課
題
を
克
服
す
る
方
策
と
し
て
、
本
制
度

で
は
、
個
別
に
は
季
節
限
定
的
で
通
年
雇
用
に
な
ら
な
い

仕
事
を
い
く
つ
か
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
じ
地

域
で
通
年
で
働
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
各
事
業
者
で
は

な
く
協
同
組
合
が
労
働
者
を
雇
用
し
、
そ
こ
か
ら
複
数
の

事
業
者
に
マ
ル
チ
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
派
遣
す
る
か
た
ち
を

と
る
こ
と
で
、
安
定
的
な
雇
用
環
境
と
一
定
の
給
与
水
準

を
確
保
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

　
◇
　
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
定
義
と
特
徴

  

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
は
「
特
定
地
域
づ
く

り
事
業
」
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
同
事
業

は
、
法
第
一
〇
条
に
よ
り
「
そ
の
地
区
に
お
い
て
地
域
づ

く
り
人
材
が
地
域
社
会
及
び
地
域
経
済
の
重
要
な
担
い
手

と
し
て
そ
の
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
地
域
づ
く
り
人
材
が
そ
の
組
合
員
の
事
業
に
従
事
す

る
機
会
を
提
供
す
る
事
業
」
で
あ
り
、
総
務
省
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
掲
載
の
説
明（
３
）の
中
で
「
マ
ル
チ
ワ
ー
カ
ー
（
季
節
毎

の
労
働
需
要
等
に
応
じ
て
複
数
の
事
業
者
に
従
事
す
る
労

働
者
）
に
係
る
労
働
者
派
遣
事
業
等
」
と
言
い
換
え
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
こ
で
い
う
「
組
合
員
」
と
は
地
域
の
事
業
者
で
あ
り
、

農
林
水
産
業
者
か
ら
商
工
業
者
ま
で
幅
広
い
業
態
を
含

む
。
こ
れ
ら
事
業
者
に
対
し
て
、
法
律
上
「
地
域
づ
く
り

人
材
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
労
働
者
の
派
遣
を
行
う
こ
と

が
協
同
組
合
の
主
た
る
事
業
で
あ
り
、
先
述
の
と
お
り
、

複
数
の
仕
事
を
組
み
合
わ
せ
て
各
労
働
者
に
通
年
雇
用
の

状
態
を
つ
く
る
こ
と
、
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
国
お
よ
び

市
町
村
か
ら
の
財
政
上
の
支
援
を
保
障
さ
れ
て
い
る
点
が

大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、「
そ
の
地
区
で
活
躍
す
る
地
域
づ
く
り
人

材
の
確
保
及
び
育
成
並
び
に
そ
の
活
躍
の
推
進
の
た
め
の

事
業
を
企
画
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
」
も
可
能
と
さ
れ

て
い
る
。

人
口
減
少
下
、地
域
の
働
き
手
を
確
保
す
る
新
た
な
仕
組
み

「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
」、道
内
外
で
増
加
中

TOPIC
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◇
　
組
合
設
立
の
手
続
き
、
認
定
要
件

　

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
設
立
に
は
、
以
下

の
手
続
き
を
経
る
必
要
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
活
動
の
場
と
な
る
「
地
区
」
を
含
み
、
財
政
支

援
を
行
う
可
能
性
の
あ
る
市
町
村
な
ど
と
協
議
し
、「
中

小
企
業
等
協
同
組
合
法
」（
昭
和
二
四
年
六
月
一
日
法
律

第
一
八
一
号
）
の
規
定
に
従
い
、「
事
業
協
同
組
合
」
を

設
立
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
各
都
道
府
県
の
知

事
に
申
請
し
、
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
と
し
て

の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
申
請
を
受
け
た
知
事
は
、
法
第
三
条
第
三
項
に
基

づ
き
、
以
下
の
要
件
を
全
て
満
た
す
か
ど
う
か
を
基
準
に

認
定
の
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
一
に
、「
地
区
」
に
つ
い
て
は
、「
一
の
都
道
府
県
の

区
域
を
越
え
な
い
地
区
」
か
つ
「
自
然
的
経
済
的
社
会
的

条
件
か
ら
み
て
一
体
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
区
」、「
そ

の
人
口
規
模
、
人
口
密
度
及
び
事
業
所
の
数
並
び
に
そ
の

経
済
的
社
会
的
状
況
に
照
ら
し
、
地
域
づ
く
り
人
材
の
確

保
に
つ
い
て
特
に
支
援
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
地
区
」
で
あ
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る
。

　

な
お
、
そ
の
範
囲
の
設
定
は
、
一
市
町
村
単
位
に
必
ず

し
も
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、『
特
定
地
域
づ
く
り
事

業
協
同
組
合
制
度
に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
』（
二
〇
二
一
年
六
月
）

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
平
成
の
合
併
前
の
旧
市
町
村
単

位
、
複
数
の
市
町
村
又
は
旧
市
町
村
の
地
域
を
合
わ
せ
た

単
位
な
ど
、
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
な
い
範
囲
で
柔
軟

に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」（
七
頁
、
問
５

－

１
）

と
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
」
の
内
容
に
つ
い

て
は
、「
そ
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
、
特
定
地
域
づ
く

り
事
業
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
見
地
か
ら

適
当
」
で
、
か
つ
「
当
該
事
業
協
同
組
合
の
職
員
の
就
業

条
件
に
十
分
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」

に
加
え
、
さ
ら
に
「
当
該
事
業
協
同
組
合
の
地
区
に
お
け

る
地
域
社
会
の
維
持
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
に
特
に
資

す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

　

第
三
に
、「
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理

的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」

で
あ
る
。

　

な
お
、
認
定
の
判
断
基
準
に
お
い
て
、
現
行
の
過
疎
法

「
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
九
号
）
に
基
づ

く
「
過
疎
地
域
の
市
町
村
」
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

は
不
可
欠
な
要
件
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
人
口
動
向
、

高
齢
化
の
進
行
度
、
若
年
層
の
減
少
度
、
人
口
密
度
、
地

域
の
事
業
者
数
の
状
況
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
総

合
的
に
判
断
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
認
定
は
一
〇
年

更
新
制
で
あ
る
。

　
◇
　
制
度
・
財
政
上
の
支
援

　

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
主
た
る
事
業
は
、

組
合
員
で
あ
る
地
元
事
業
者
へ
の
労
働
者
の
派
遣
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
事
業
は
「
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な

運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
」（
昭
和
六
〇
年
七
月
五
日
法
律
第
八
八
号
）、
い
わ
ゆ

る
「
労
働
者
派
遣
法
」
の
適
用
を
受
け
る
。

　

そ
の
上
で
、
本
制
度
に
基
づ
く
労
働
者
派
遣
事
業
に
は

特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
労
働
者
派
遣
事
業
を
実

施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、「
労
働
者
派
遣
法
」
第
五
条
に

よ
り
、
原
則
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
得
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
本
制
度
に
関
し
て
は
、
派

遣
さ
れ
る
労
働
者
が
無
期
雇
用
職
員
で
あ
る
こ
と
を
条
件

に
、届
出
の
み
で
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
財
政
上
の
支
援
と
し
て
、
特
定
地
域
づ
く
り
事

業
協
同
組
合
の
運
営
経
費
に
関
し
て
は
、
組
合
が
活
動
す

る
地
区
の
属
す
る
市
町
村
か
ら
財
政
支
援
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
組
合
の
設
立
に
先
立
っ
て
、
関
係
市
町
村
と

の
事
前
協
議
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
主
に
そ
の
た
め
で
あ

る
。

　

市
町
村
か
ら
の
財
政
支
援
の
対
象
と
な
る
の
は
、
運
営

経
費
総
額
の
二
分
の
一
を
上
限
と
し
、
市
町
村
に
は
国
か

ら
の
交
付
金
（
総
額
の
四
分
の
一
）
の
交
付
と
、
特
別
交

付
税
措
置
（
市
町
村
負
担
分
の
二
分
の
一
、
総
額
の
八
分

の
一
）
が
あ
る
。
国
の
交
付
金
の
対
象
は
、
派
遣
さ
れ
る

職
員
の
人
件
費
と
事
務
局
運
営
費
に
限
ら
れ
て
い
る（
４
）。

　

◇
　
道
内
の
設
立
状
況

　

二
〇
二
三
年
六
月
三
〇
日
時
点
で
、
全
国
に
設
立
さ
れ

て
い
る
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
数
は
、
三
六

道
県
の
計
八
九
団
体
で
あ
る
。

　

道
県
別
で
は
、
島
根
県
が
一
二
団
体
と
最
も
多
く
、
以

下
、
鹿
児
島
県
が
七
団
体
、
北
海
道
と
福
島
県
が
各
六
団

体
、
佐
賀
県
と
長
崎
県
が
各
五
団
体
な
ど
と
続
く
。
複
数

（
二
も
し
く
は
三
）
の
市
町
村
が
関
わ
る
組
合
が
二
つ
（
奥

会
津
地
域
づ
く
り
協
同
組
合
、
え
ら
ぶ
島
づ
く
り
事
業
協

同
組
合
）
あ
る
た
め
、
関
係
市
町
村
数
は
計
九
二
団
体
に

上
る
。
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北
海
道
に
お
け
る
組
合
の
設
立

数
は
、
先
述
の
と
お
り
、
二
〇
二

三
年
六
月
三
〇
日
時
点
で
六
市
町

村
の
六
組
合
で
あ
る
。
六
組
合
の

基
本
情
報
は
付
表
に
一
覧
化
し
た

と
お
り
で
あ
る
。

　

本
稿
の
執
筆
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
収
集
し
た
情
報
を
基

に
し
た
が
、
自
ら
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
作
成
・
公
表
し
て
い
る
組
合

は
、
管
見
の
限
り
、
道
内
で
は
二

団
体
（
中
頓
別
と
浜
益
の
組
合
）

に
と
ど
ま
り
、
全
組
合
を
対
象
に

組
織
や
活
動
の
現
状
、
各
労
働
者

の
賃
金
・
労
働
条
件
な
ど
を
詳
細

に
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

個
別
の
現
地
調
査
な
ど
を
経
る
必

要
が
あ
る
。
道
内
の
組
合
や
関
係

市
町
村
へ
の
調
査
の
実
施
の
可
能

性
に
つ
い
て
は
、
時
機
を
見
な
が

ら
引
き
続
き
追
求
し
て
い
き
た
い
。

【
注
】

（
１
）　

総
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同

組
合
制
度
」
の
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業

協
同
組
合
と
は
」
を
引
用
し
た
。

（
２
）　

総
務
省
作
成
資
料
「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合

制
度
に
つ
い
て
」
一
頁
。

（
３
）　

総
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同

組
合
制
度
」
の
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
た
。

（
４
）　

注
３
と
同
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業

協
同
組
合
の
概
要
」
に
よ
る
。
な
お
、
二
〇
二
三
年
度
の

本
制
度
関
係
事
業
の
予
算
額
は
五
・
六
億
円
と
さ
れ
る
。

【
参
照
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
】

・　

総
務
省＞

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合

　
　
　

https://w
w

w.soum
u.go.jp/m

ain_sosiki/jichi_

　
　
　

gyousei/c-gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-

　
　
　

jigyou.htm
l

・　

農
林
水
産
省＞

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
活
用

に
つ
い
て

　
　
　

https://w
w

w.m
aff.go.jp/j/nousin/tokutei-

　
　
　

chiiki-dukuri/index.htm
l

・　

北
海
道＞

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合

　
　
　

https://w
w

w.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/

　
　
　

93744.htm
l

・　

北
海
道
中
小
企
業
団
体
中
央
会＞

特
定
地
域
づ
く
り
事
業

協
同
組
合
の
認
定
に
つ
い
て

　
　
　

https://h-chuokai.or.jp/new
s/oshirase-new

s-

　
　
　

2022-0428-1431-18/

※　

最
終
閲
覧
は
い
ず
れ
も
二
〇
二
三
年
九
月
九
日
。

＜

編
集
部
・
正
木
浩
司＞

＜付表＞　北海道内の特定地域づくり事業協同組合の一覧（2023年6月30日現在）


